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電磁的記録（pdfファイル）にした定款を、公証役場の公証人に認証してもらおう

新年、明けましておめでとうございます。

 いやはや予想通り、なかなか慌ただしい年末年始となりました。

小池都知事が都議会のあいさつ回りの時に、「お正月は何をされていましたか？」と問われ、「寝正月でしたｗ」と冗談半分で回答していましたが、家族や知人、友人や仕事なかまたちとワイワイ過ごすのももちろん楽しいのですが、おせちをつまみながらチビチビと酒を飲み、ただただ、とにかくだらだらと時を過ごす…、そんな正月もいいかも知れませんね。

 

ところで会社設立の続きなのですが、つぎのステップは「電子定款の認証」です。

定款というのは会社の決まりごとなどをまとめたものですが、これを作ったら、公証役場の「公証人」というひとに認めてもらう必要があります。ちなみに公証人を務めるのは裁判官や検察官出身者が多く、まさに「先生」って感じの方々です。

ちなみに紙の定款だと、印紙代が4万円かかるのですが、いまは電子定款が主流で、電子定款の作成のみを行政書士さんに依頼すると、だいたい5千円～1万円くらいで作成してもらえます。ICカードリーダライタやら、アドビのソフトやらを別途買うと数万円しちゃうので、会社設立の手続きを専門家に依頼せず自力でやりたいという方でも、電子定款だけは作成を代行してもらった方がいいです。

 

わたしは週末にお願いしたので土日をまたいで結構時間が掛かっちゃいましたが、ふつうは代行業者に電子定款の作成を依頼すると、だいたい1～2日くらいで完了の連絡が来るはずです。電子定款の作成や公証人への連絡など、もろもろの手続きが完了したので、あとは自分で公証役場に予約の電話をして、定款を認証してもらってくださいね。という感じです。

以下、公証役場に持参する必要書類をまとめておくので参考にしてください。

 

 




定款認証のために公証役場に持参する必要書類

定款が綴られた委任状　1部

【2】電子定款をプリントアウトしたら、【1】委任状を一番上にして、いっしょにホッチキスで止めます。委任状と定款をひとつづりにしたものが出来たら、綴じ目のところに両ページにまたがるように契印（会社の実印で）を押します。

※契印（けいいん）とは、書類が一連のものであることを証明するためのもので、契約書などが抜き取られたり、後から追加されるといった不正を防げます。

【1】委任状

電子定款の作成を代行してもらっているので、行政書士さんの委任状が必要です。

 発起人である『あなた個人の実印』を押します。

 （※余白に捨て印を押しておくとベターです。）

【2】定款

行政書士さんに作ってもらった電子定款（電子署名が入ったpdfファイル）をプリントアウトします。

 

発起人の印鑑証明書　1部

あなた個人の印鑑証明書を最寄りの役所で発行してもらいましょう。

 

電子定款を保存するCD　1枚

定款データを保存するために未使用のCDを持っていきます。

 

 






定款を認証してもらうための手数料



定款認証の手数料として52,000円必要だと、どこのサイトを見ても書いてあったのですが、結果として私の場合は、51,940円かかりました。

 

以下、その内訳を載せておきます。

定款認証　1通　　50,000円

 電磁的記録の保存　1件　　300円

 同一の情報の提供　2件　　1,400円

 書面の交付による加算額　12枚　　240円

これらを合計して、51,940円です。

 

法務局に提出する分と、自分で保管する分ということで、謄本を2部お願いしたのですが、「同一の情報の提供　2件　1,400円」というのが、おそらくそれにあたると思われます。で、謄本をプリントアウトするのに用紙を12枚使ったから「書面の交付による加算額　12枚　240円」ですかね。だぶんそうです。

いや～、この辺を見ると、さすがお役所仕事って感じがしますわ。

 定款認証の5万円だって、正直「なんでそんなにすんの？？」って思ってるのに、プリントアウトするのに用紙代が1枚20円で、謄本をまとめるのに1件700円とか、さすがですって感じです。公証人は公務員でありながら”独立採算制”ということで、手数料がまるまる懐に入るのか、それとも法務局などに納めるものがあるのか分かりませんが、このあたり民営化して、自由競争にできないんでしょうか？

			
			
									
															

												
	
													個人事業主の名刺作成！おしゃれなデザイン名刺が格安980円で作れちゃう？

						
													
								個人事業主になったら「名刺」を作りましょう こんにちは、今日は格安で名刺を作成する方法について。 サラリーマンであれば名刺は会社が用意してくれるわけですが、 個人事業主となるとそうもいきません。 当然 ... 

							

																	


			

			
			
 

 




電子定款認証のために公証役場へGO!! 「必要書類」と「手数料」をまとめます

会社の電子定款を公証人に認証してもらうために必要なものを整理しますと、以下のようになります。

	定款が綴られた委任状　1部
	発起人の印鑑証明書　1部
	電子定款を保存するCD　1枚
	認証手数料　52,000円


ということで手数料の52,000円を握りしめ、1）委任状、2）印鑑証明書、3）空のCDをもって公証役場に行けばオッケーです！　大したことないです。楽勝です。自力で法人登記の手続きを進めている方は参考にしてくださいませ。

 			
			

									
															

												
	
													いざ法務局へ！株式会社設立の登記申請書と添付書類、収入印紙代15万円を持っていく

						
													
								法務局に行って法人登記を申請してきた おはようございます、管理人です。 先日ようやく法人登記を済ませてきましてね、そのことをまとめたいと思います！ まあ法務局というところに足を運ぶのもはじめてだったん ... 

							

																	


			

			
			
 

							

						


												
					
				
												




							        
	
									
						
							        
	
					

							

		
        
	

													人生の「ヒント」が見つかるかも？
日本のいきいきオヤジ ／ 好きなときに好きなことができる生き方
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		会社設立 ビジネス・お金		


					
						
							ちょー簡単、株式会社の作り方！でも資本金1円起業はやめようね。						


						
		株式会社を作りたいんだけど、なにから始めたらいいの？ こんにちは、たぬまんです。 このページでは、これから起業して株式会社を作りたい!! というエネルギッシュなあたなのために、会社設立のアドバイスをし ... 

	


				


									
					


				

							
													

											
	
					
		
		資産運用 ビジネス・お金		


					
						
							ウェルスナビの運用実績、元本105万円、リターン＋3.4万円（＋3.27％）						


						
		ウェルスナビ運用3か月のリターンは ＋3.4万円、元本に対しては3.27％の収益率 こんにちは、たぬまんです。 積立投信の ウェルスナビ ですが、運用を開始したのが4月の中旬なので、3か月ちょっと経っ ... 

	


				


									
													

											
	
					
		
		会社設立 ビジネス・お金		


					
						
							自分で会社設立の準備しても全然OKだけど、さすがに「電子定款」だけは代行業者に依頼した方がいいっぽい件。						


						
		電子定款にすると印紙代の4万円を節約できる 株式会社を設立する準備を進めていますが、行政書士や司法書士さんに丸投げするのではなく、できるところは自分でやってみよう！というスタンスで取り組んでいます。  ... 

	


				


									
					


				

							
													

											
	
					
		
		資産運用 ビジネス・お金		


					
						
							【ほったらかし運用開始】ウェルスナビ、増えとるがなｗ						


						
		ロボアドバイザー、すげえ。 こんにちは、たぬまんです。 先日からはじめたばかりの超ホヤホヤの WealthNavi（ウェルスナビ）ですが、本日ポートフォリオを確認してみたところ、   増えて ... 

	


				


									
													

											
	
					
		
		nanaco ビジネス・お金		


					
						
							nanacoのクレジットチャージでポイントが付くのは「JCB」だけ						


						
		便利でおトクな電子マネーのnanaco（ナナコ） こんにちは、たぬまんです。 いや今日は寒いですね。雪やみぞれこそ降ってませんが、一気に冬に逆戻りという感じです。まあ今日だけっぽいですけど。こうやって ... 
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				このブログについて
			


運営者：たぬまん

インターネットを使ったビジネスに取り組み、かれこれ15年ほど経ちます。小さな会社を経営しています。思い通りにならないことだらけですが、人生は所詮「ゲーム」です。深刻になりすぎる必要はありません。いかに自分自身を生き、エンジョイするかが大事です。わたしの自己紹介は こちらをクリック してご覧ください。
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